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債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ 

 

当社は、2022年２月４日に元代表取締役社長である髙野研（以下、髙野氏）が2022年２月２日付で破産手続開始の決

定を受けた事を確認、同氏に対する債権について、取立不能または取立遅延のおそれが生じましたのでお知らせいたし

ます。 

 

１． 当該取引先の概要 

（１）氏     名     髙野 研 

（２）住     所     東京都新宿区 

（３）当社との関係 

①当社との資本関係    該当事項はございません。 

②当社との人的関係    該当事項はございません。 

③当社との取引関係    該当事項はございません。 

④その他特筆すべき関係  髙野氏は当社の元代表取締役社長ではありますが、現在は当社との関係は一切なく、 

該当事項はございません。 

 

２． 取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯 

2022年２月２日付で東京地方裁判所から破産手続き開始の決定がなされたことによるもの。 

当該債権は2010年11月に発生した、当社元代表である髙野氏並びに実質的に髙野氏の支配下にある複数の法人を経由

した不正取引による債権(未収入金)になります。当社は社内調査及び第三者委員会の調査報告に基づき、2011年５月６

日に髙野氏に対して、総額で３億2,336万2,081円及び遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起、その後、

裁判所からの勧告を基に2011年11月７日に上記金額について、髙野氏に支払義務がある旨の和解が成立、本件はその債

権分となります。また、本破産に伴い、髙野氏に対する債権の回収の可能性は低くなりますが、会計上の引当処理は終

了しておりますので、業績への影響はございません。 

 

３． 当該債務者に対する債権の種類及び金額（2022年１月31日現在） 

未収入金          319,762千円 

遅延利息          168,470千円 

合  計          488,232千円 

純資産に対する割合     2021年10月期連結純資産に対する割合（11.5％）（＊遅延利息を除いた割合は7.5％） 

※全額引当済のため、純資産（減少）への影響もございません。 

 

４．今後の見通し 

 上記債権額のうち、遅延利息分168,470千円を除く、未収入金319,762千円につきましては、会計上、全額貸倒引当金

を計上しており、2021年12月７日公表の2022年10月期の業績予想に変更はございません。 

以 上 


